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梅雨、台風等の異常気象時は災害に注意  
～大雨に備え通行止装置の操作訓練を実施します～ 

 
◆備考 資料  別紙 

   解禁  特になし 

   配布先 静岡県政記者クラブ、静岡市記者クラブ、沼津市記者クラブ        

◆問合せ先 国土交通省中部地方整備局 静岡国道事務所 

副所長 藤永 稔（ふじなが みのる） 

電話  （054）250－8906    ファックス （054）252－5809 

※同様の内容は下記ＨＰ「記者発表」でご覧いただけます。 

静岡国道事務所ＨＰ→http:// www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/ 又は しずこく 検索

幹線道路の異状を発見したら・・・   道路緊急ダイヤル 緊急通報＃９９１０へ 

◆ 概要 

 静岡国道事務所では、大雨による災害の危険から人命を守るため、管内の国道 1号、国道

52 号及び国道 246 号に各 1ヶ所、計３ヶ所の事前通行規制区間を設けています。 

梅雨、台風などの異常気象に備え、毎年、梅雨入り前に通行止装置（遮断機）の操作訓練を

実施しています。 

今年度は昨年に引き続き、国道１号「箱根規制区間」(静岡県側)で訓練を実施します。 

◆ 実施日時及び場所 
 1）日 時  平成 24 年 5 月 30 日（水）と 31 日（木） 両日とも 13：00 から 
 2）場 所  国道１号「箱根規制区間」(静岡県側) 

（静岡市田方郡函南町大字桑原字茨ヶ平…別紙参照）  
3）参加者  静岡国道事務所 職員 約 30 名 

 4）内 容  通行止装置（遮断機）の操作 
なお、訓練は片側交互通行規制を行い実施しますのでご理解、ご協力をお願いします。

 5）その他  雨天決行 
◆ 背景 

３ヶ所の事前通行規制区間では、連続雨量が 250mm に達した場合、災害発生の可能性が高ま

ると判断し遮断機を下ろして区間内の通行を禁止します。 

近年、前線の停滞や大型台風の接近など大雨による災害が多発しております。昨年度は、台

風 2号、6号、12 号、15 号による大雨で国道１号箱根において１回、国道５２号逢坂におい

て 1回、国道２４６号小山において４回の通行止めを行っています。 

大雨等異常気象時に道路を利用される場合は、降雨状況、規制情報を事前にご確認いただき

安全に留意して走行願います。 

※国道 246 号小山規制区間においては、平成 22 年の台風 9 号による被災箇所の対策工事が完了するまでの間、連続雨量

250mm に達する前でも、通行が危険と判断された場合は通行止めを行います。 

 
◆ 降雨状況、規制情報の確認 
  静岡国道事務所のホームページのほか、以下の携帯サイトから入手できます。 
  しずこくモバイルサイト https://www2.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/mobile/ 



 雨 量 規 制 区 間 表 （別紙）

管内の通行規制区間 過去５年間の通行止め回数
箱根 逢坂 小山 箱根

（３．７ｋｍ） H19 1 2 2
逢坂 H20 0 0 0

（１．７ｋｍ） H21 0 0 0
小山 H22 0 2 1

（６．２ｋｍ） H23 1 4 1
２４６号

駿東郡小山町大字生土
～駿東郡小山町大字棚頭

（H23通行止装置操作訓練）

５２号
静岡市清水区小河内字坂本
～静岡市清水区宍原

通行止め装置

田方郡函南町大字桑原字茨ヶ平
～田方郡函南町大字桑原字枯木

１号

逢坂
区間長 L=1.7㎞
規制雨量
（連続雨量） 250㎜

小山
区間長 L=6.2㎞
規制雨量
（連続雨量） 250㎜

箱根
区間長 L=3.7㎞
規制雨量
（連続雨量） 250㎜

静岡国道事務所管理区間
凡例
　　　　　静清国道維持出張所管理区間
　　　　　沼津国道維持出張所管理区間
　　　　　富士国道維持出張所管理区間

※訓練実施場所
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